




周術期口腔機能管理料（Ⅰ） 
周術期口腔機能管理料（Ⅱ）  
［通知］ 
 ・対象患者 
  周術期口腔機能管理を必要とする手術は、全身麻酔下で実施される、頭頸部領域、呼吸器領域、
消化器領域等の悪性腫瘍の手術、臓器移植手術又は心臓血管外科手術等  

 ・管理報告書の内容 
  ①口腔内の状態の評価 
  ②具体的な実施内容や指導内容 
  ③その他必要な内容  
 ・実施に際して 
  周術期の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては、患者の主治の医師と
連携し、また、入院中においては、主治の医師や日常の療養上の世話を行う看護師等との間で実
施内容や注意事項等の情報の共有に努めること。 

  周術期の口腔機能の管理を行うに当たっては、手術前後や放射線治療等の患者の口腔機能の
管理を適切に行うため、定期的に周術期の口腔機能の管理に関する講習会や研修会等に参加し、
必要な知識の習得に努めるものとする。 

周術期における口腔機能の管理 
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周術期における口腔機能の管理等、チーム医療の推進（重点課題） 








